
2023年 12月中旬 事業者決定

2024年 １月 基本方針の検討（～３月）

４月 基本設計（～９月）

11月

2025年 10月

2026年 ４月 改修工事　開始

2027年 ４月 改修工事　終了

５月 開館準備

６月 リニューアルオープン

　【今後の工事の予定】

実施設計

休館

南千住図書館と併設のふるさと文化館（６丁目）は、1998年に開館し今年25
年目。空調設備、エレベーター等とともに外壁の大規
模工事を実施します。基本・実施設計のあと2026年４
月に工事着手し１年１か月
間休館予定です。休館期間
中の学習・読書、郷土史に

触れる代替え機能の確保も求めたい。
工事は、空調設備の省エネ化、
トイレ100％洋式化、照明ＬＥ

Ｄ化、内装の新調と窓ガラス一部取替などを実施。
また、２・３階の入
口の自動ドアを撤去
し、階段付近スペースも有効活用を計画。この
機会に利用者、現場の職員の意見も活かし、よ
り良い改善を検討してほしい。

休館中の予約図書・資料につ
いては、スポーツセンターでの

受取・返却の実施を検討していますが、ふれあ
い館でも可能にする、駅前に返却ポスト（ブックポスト）
の設置も求めたい。みなさんの声もお寄せ下さい。

コロナ禍で利
用減少もあり、

ふるさと文化館の充実に体験・滞
在型への整備、入館料の無料化も
検討中です。文化・芸術を大切に、
区の郷土資料、伝統工芸など保存、
継承も充実したい。
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【図書館の主な改修内容】

１階

・エントランスを新しく
・点字ブロック位置の見直し
２階（子どもスペース）
・入口の自動ドア撤去
・ベビーステーション、

お話し室の充実
３階（一般図書スペース）
・入口の自動ドア撤去
・座席、ＰＣ席の増設
・グループで使える

学習・交流室を新設
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ご要望やご相談などは随時ご連絡ください。事務所での定例法律相談は、

毎月第２木曜18時から。平日の午後に法律事務所（北千住）でも可能です。

お名前、電話番号等を下記の留守番電話に録音して下さい。

相馬ゆうこ事務所 南千住５－１－６－２階 ☎３８０７－４１９２

今年１月に小池都知事が実施を発表した「子ども１人月5,000円
給付」事業。都は９月１日から申請の受付を開始しました。改めて
詳細をお知らせします。

対象は、都内
に住む０～18歳
の子どもで、所
得制限はなし。1人あたり月5,000円
を給付、今年度分は１年分の６万円
がまとめて支給されます。
給付には申請が必要、お気をつけ
下さい（詳細は左）。オンラインが
基本ですが、郵送を希望する場合は
専用書類が必要です。コールセンター
（☎0570-082-018）へご連絡下さい。

対象者へは今後、都からお知らせが届きますが、その前でも申請は可能です。ただし、
申請時期に関わらず支給時期は2024年１月の予定。

昨年10月、国の児童手当の特例給付（子ども１人あ
たり月5,000円）が削減され、全国で61万人、荒川区

内で約2,000人が給付対象外に。今回の都の給付は国の削減分の補てんに
相当します。しかし、削減に反対する声が多く挙がったことから、国は今年６月、所得
制限の撤廃を打ち出し、さらに「高校生まで支給期間を延長」「多子世帯への増額」な
ど、児童手当の拡充を発表。実施は2025年の予定です。

「現金給付で家計が助かる」という声とともに、「子どもの命
を守る保育士の配置や処遇の改善を」「放課後保育の支援を」な

ど、様々な意見も。この間、待機児対策で保育園にも営利
企業が参入。保育士配置基準や処遇が不十分な状況で、先
生と子どもが大切にされていない実態が報道されています。
保育・教育の無償化とともに、ゆたかな保育・教育の実施
に、国も都も本気で取り組む必要があります。

対象：都内の０～18歳（約200万人）の子ども

（2005年4月2日～2024年3月1日生まれ）

給付：１人あたり月5,000円

申請方法：オンライン又は郵送

申請期間：9月1日～12月15日

必要書類：①保護者の本人確認書類

②子どもの住所が記載されているもの

（保険証、医療証、住民票の写しなど）

③振込口座のキャッシュカード又は通帳



メール頂きました。

調べてみると、同じようにお困りの方がたくさんいるようです。「短時間認定」では
17時までにお迎えに行かなければならない場合が多く、育休中の方が生後数か月の子を
連れて園のお迎えに行くか、仕事を継続する方が勤務
時間を減らしてお迎えに行くか…、どちらもなかなか
大変で、実際には不可能だという場合もあるのでは。

荒川区では、育休中の認定時
間は全園共通で９－17時の「短

時間認定」とされています。この規定は国の規則で定
められているため、自治体が規定を変更することは難
しいのですが、「在籍している園と調整していただき、受け入れ態勢が整えば、保育短
時間を超えての送迎は可能（港区）」とする自治体もあります。荒川区は短時間認定の
経常的な延長は「不可」としていますが、園と話し合った結果が可能であれ
ば、認めてもいいのではないでしょうか。

政府は少子化対策として、保護者の就労条件にか
かわりなく通うことができる「子ども誰でも通園制

度」を実施するとしていますが、まず保育を必要とする子どもが継続して通
えるよう、制度の見直しこそ必要です。父親の育休取得も推進していますが、なかなか
長期間の取得が難しいのが実状では。保護者が子どもと関われるよう必要な育休の取得、
そもそもの労働時間短縮など環境改善を社会全体ですすめていくことが求められます。

「我が家に第２子が誕生する予定なのですが、妻が育休に入ると、
保育園に行っている第１子が「短時間認定」になってしまい、預
かり時間が９－17時になってしまうとのこと…。そうなると、妻
だけで２人を面倒見るのも限界があるので、夫が勤務時間を削って送り迎えをしなけ
ればならない可能性が高く、仕事への影響が出てしまいます。
育児も仕事という流れになっている昨今で、これは非常に遅れた対応のように思え
ます。３人兄弟などだとさらに大変では…育休中は、短時間認定ではなく標準認定に
なるように変えてもらえないでしょうか」

※保育園の認定時間とは…

保護者の就労状況などにより、子

どもを保育園で預かる基本的な時間

が認定されます。

・標準時間…11時間（例7:30-18:30）

・短時間…８時間（例9:00-17:00）

ただし、延長も可能です

・対象住宅…南千住二丁目、町屋五丁目、町屋七丁目、

西尾久三丁目、西尾久七丁目

・単身用 １５人 ・２人世帯用 ５世帯

・申込書配布…区役所１階総合案内、各区民事務所にて、９月22日(金)まで。

・申込方法…郵送で下記まで、９月22日(金)消印有効。

〒116-8501 荒川区役所 福祉推進課 地域福祉係 まで

【問合せ】☎03(3802)3111 内線(2616)



一般会計補正予算（第３回）
52億1431万7千円を補正
（補正後予算額：1200億9323万9千円）

国保特別会計
補正予算（第１回）

2億1850万円を補正
（補正後予算額：237億1750万円）

介護保険特別会計
補正予算（第１回）

7億7625万1千円を補正
（補正後予算額：199億2125万1千円）

職員の勤務時間、休日、休暇
等に関する条例の一部改正

パートナーシップ制度を利用している区職員に
対し、各種手当、休暇、旅費制度等が結婚して
いる職員と同等に対象となるよう改正

職員の特殊勤務手当に
関する条例の一部改正

区職員の新型コロナ対応にかかる
特殊勤務手当を廃止
　・感染施設等で従事する場合(４千円)
　・ＰＣＲ検査の梱包作業等(３千円)

荒川区学童クラブ運営に
関する条例の一部改正

ひぐらし小学童クラブの場所を変更

特定教育・保育施設及び
特定地域型保育の運営の

基準に関する条例の一部改正

国の法改正で、こども園を設置する際に
自治体との「協議」が必要→「通知のみで可」
となり、区条例の項ずれを修正

保育園の指定管理者の指定
（３件）

・上尾久…上智社会事業団
・南千住さくら…上智社会事業団
・汐入とちのき…東京都社会福祉事業協会

児童相談所の措置費
共同経理課の設置規約

児童相談所の措置費事務を、設置区８区
（荒川・港・世田谷・中野・豊島・板橋・
葛飾・江戸川）共同で行うための規約を設置

区旅館業法施行条例の
一部改正

事業譲渡に伴う届出や手数料、
感染症対策についてを規定

区興行場法施行条例の
一部改正

区プール条例の一部改正

区手数料条例の一部改正

・石浜…㈱日本デイケアセンター

・東日暮里在宅高齢者
　通所サービスセンター…(社福)奉優会

・荒川授産所…シルバー人材センター

・尾久生活実習所及び分場…社会福祉協議会

・精神障害者地域生活
　支援センター(アゼリア)…トラムあらかわ

・障害者福祉会館
　(アクロスあらかわ)…社会福祉協議会
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事業譲渡に伴う届出や手数料を規定

区民施設等の
指定管理者の指定

（６件）

　※建設環境委員会は議決案件なし

総
務
企
画

、

ご意見・ご質問頂きました ○「電気・ガス代の口座引き落とし不能と督促が。半年分でいつ
もの一年分引き落しに…年金振り込み口座がほぼゼロ。これでは暮らせない…」切実な声が寄せら
れています。金融政策で円安が続き物価値上がりです。年金や給与のひき上げか!!円安を見直すか
必要です。〇「9/24の隅田川貨物フェスティバルのネット申し込み、サイトを開いたらすでに売り切れ
…キャンセル分の再発売などあったら良いなぁと。」何かないか、問い合わせてみたいです。
〇先週のレポートで区の決算額、１千億円の桁が欠落。歳入１１４７億、歳出１０９５億に訂正。

区議会９月会議に提案された案件は26件、各常任委員会で審議される条例案等は21件
です。
○パートナー
シップ制度を
利用する区職
員が、婚姻し
ている人と同等に手当、
休暇制度などの対象とな
るよう条例を整備
○児童相談所にかかわ
る事務負担軽減のため、

設置区が共同で
事務を行うため
の機関を設置

○南千住さくら、汐入
とちのき保育園、石浜ふ
れあい館などの指定管理
者の指定（現行の管理者
を指定）など。
今年度第３回の補正予
算が提案されましたが、
物価高騰に苦しむ区民へ
の独自施策はなく残念。
委員会で、くらし支援を
提案します。
また、決算特別委員会
を設置して、７日間にわ
たり2022年度予

算が区民のくらしのために適正に使われたのか審議します。区の施策について
ご意見お寄せください。


